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案件名

1大阪府北部の地震について． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・市民安全部危機管理室
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参考資料1 平成30年7月豪雨への対応状況について

参考資料2減免等制度一覧



本年6月18日午前7時58分に枚方市域で震度6弱を観測した地震について、その被害状

況及びこれまでの対応等について報告します。

※資料に表示している表中データはすべて7月13日午前9時現在のものです。また、平成

30年7月豪雨への対応については、参考資料1に記載しています。

1 ．概要
（1）震源および震度

震源：大阪府北部、深さ13km

強さ：マグニチュード6. 1 (暫定値）

震度：6弱（枚方市、大阪市北区、高槻市、茨木市、箕面市）

5強（寝屋川市、交野市、八幡市など18の市区町村）

※この地震により本市をはじめ寝屋川市や高槻市など、 12市1町が災害救助法の

適用地域となりました。

且

(2)枚方市域で震度1以上の揺れを観測した余震

40回（うち震度3以上6回） 、/hきざで糾口

(3)被害状況等

①人的被害

②建物調査件数

③ブロック塀の点検調査件数

※1市民等からの依頼に基づくもの

※2ひび割れ、傾き、崩れが確認された箇所
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建物種別
I ■ $

､ 対象件数 い- ﾐ ｣f J-F■"ご一調査済件数
ｊ
侯

被災建築物 1,075件 1,038件

内公共施設 114件
114件

(修繕対応50修繕不要64）

内学校施設 71件
71件

(全ての学校園において工事対応予定）

内その他 890件
853件

(注意が必要なもの106件）

種別 対象件数
､ ■ 一

調査済件数

ブロック塀 372件 346件

内公共施設 15件 15件 （内撤去・改修対象 11件）

内学校施設 78件 78件 （内撤去・改修対象52件）

内通学路 81件 81件 （内不適合 67件）

内その他※1 198件 172件 （内危険箇所※2 44件）



④その他物的被害

⑤主な被害概要
７

ー
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被害種別 件数

道路被害 73件

公園被害 16件

土砂崩れ・法面崩壊 3件

倒木 1件

河川被害 2件

水道被害 34件

下水道・水路被害 16件

ため池被害 3件

発生日 一 被害状況 対応状況

6月18日
南中振2丁目12番付近で公衆浴場の

煙突倒壊

倒壊した煙突にアスベストが

含まれていないことを確認し

ガレキの撤去等を事業者に指

導。 7月1l日通行止めを解除

6月18日 香里園桜木町22番付近で法面崩壊 所有者に改善指導

6月18日

山之上5丁目20番付近で宮之下排水

路の擁壁の崩落により水路機能の阻

害

6月19日対策工事済、

機能復旧については対応中

6月18日
ひらかた東部スタジアム（東部公園）

のグラウンドに亀裂

ひらかた東部スタジアムの使

用禁止、機能復旧に向けて対応

中

6月18日 末広公園の広場及び法面に亀裂
公園立入り禁止、機能復旧に向

けて対応中

6月18日
枚方市市民会館大ホールの天井等に

損傷

枚方市市民会館大･小ホールの

使用を中止し、対応を検討中

6月18日
津田生涯学習市民センターのエント

ランスホール壁面石張りが落下
対策工事実施中

6月22日 磯島南町でブロック塀損傷
7月12日所有者による対策工事

完了（通行止めを解除）

6月23日 岡東町12番付近で道路陥没
対策工事実施、 7月1日から歩

道規制解除

7月1日 走谷1丁目8番付近で道路陥没 対策工事実施中

7月2日
桜町7番付近で宅地の石垣（幅8.3m

×高さ1．7m)が崩壊

7月4日所有者による対策工事

完了(通行止めを解除）

7月6日 楠葉面取町で家屋損壊
7月10日所有者による対策工事

完了（通行止めを解除）

7月6日 小倉町1番付近で道路予定地法面崩壊 対策工事実施中

7月7日
釜ケ谷公園に隣接する法面で土砂流

出

法面を所有する事業者に修繕

を行うよう指導するとともに、
一部立ち入り禁止区域を設定

7月7日 印田町11番付近で宅地の石垣が崩壊 所有者に改善指導



(4)避難状況

①避難者数の推移

避難者数の推移
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261 3 1 3

5 15
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※6月20日午前8時避難者数最大273人39箇所の避難所で受入れ

避難所に対する巡回等

6月19日避難者の健康状況を把握するため保健師等による巡回を開始

6月24日避難者の帰宅を支援するため巡回を開始

②避難情報
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豆 , 一士でご ■ 解除日時
香里園桜木町 22-13/1世帯2人

25-6/12世帯27人
、

避難指示

避難勧告

6月18日

午後5時00分

6月18日

午後5時00分

6月25日

午前11時30分

6月25日

午前11時30分

市内土砂災害

警戒区域

171箇所

1,216世帯2,748人 避難準備．

高齢者等

避難開始

6月19日

午後5時00分

6月20日

午前10時26分

山之上 5-20-24/1世帯2人 避難指示 6月21日

午後1時30分

小倉町

渚東町

1-57～62/9世帯20

人

1-63～65/8世帯18

人

41-1～5/13世帯29

人

避難指示

避難勧告

避難勧告

7月6日

午後1時40分

7月6日

午後1時40分

7月6日

午後1時40分

7月10日

午前11時35分

小倉町1-57～

60のみ解除。

その他は継続

7月8日

午後2時30分
一一一一■■ー■■D ■■ー1■■ ■■‐■■■■＝■■■■＝■■■■

7月8日

午後2時30分

印田町 11-11～13,18/4世

帯10人

避難指示 7月8日

午前8時30分
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体制等(5)

①職員動員体制

ア、配備体制

6月18日午前7時58分から4号自動配備（全職員を動員）

6月18日午後5時00分から2号配備（職員の25％動員）

6月22日午後6時00分から1号配備（職員の10%動員）

イ、 6月18日 正職員（2,374人）参集状況 ．

②本部体制

6月18日午前7時58分市役所別館4階第3．4委員会室に災害対策本部を自動設

置、 53箇所の指定避難所が自動開設となりく避難所対応に107人の職員が従事

③本部会議（開催数）

37回 （第1回災害対策本部会議6月18日午前9時30分）

(6)対応状況

①広報周知について

・エリアメール/緊急速報メール、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、

エフエムひらかた、防災行政無線、広報車等による情報発信（随時）

・震災に関する相談・手続き窓口をお知らせするチラシを作成（6月29日）

・広報ひらかた号外を全戸配布(7月13日から）
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避難準備・高齢者等避難開始
･災害発生の可能性があり、避難勧告や避難指
一

可竜 (緊急）を発令することが予想される状況

避難勧告
･災害による被害が予想され、人的被害が発生

する可能性が高まった状況

避難指示（緊急）
･災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人

的被害の危険性が非常に高まった状況
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時30分

参集人数 1,263人 1,512人 1,666人 1,750人 1,841人

参集率 53.2％ 63.7％ 70.2％ 73.7％ 77.5％



②相談窓口受付件数

8

③その他の対応

④り災証明書等の交付

6月21日受付開始、 25日被害調査・交付を開始、 26日総合相談窓口開設、

7月9日郵送による交付開始。

今後、市民からの再調査依頼に基づき、 2次調査を実施予定。

ア、 り災証明書の現地調査受付等

0

イ、 り災証明書交付件数
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1 総合相談窓口 3,848 件

2 災害ボランティアセンターへの相談者数 264 人

3 被災建築物の相談

来庁 730件

電話2，300件

合計 3，030件

4 障害者の相談窓口 18 件

5 高齢者の相談窓口 7 件

6 こころの健康相談 16件
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1
災害ごみの収集

持ち込み受付

収集

持込

791 件

371 件

2 災害ボランティアセンター活動件数 234件

3 スクールカウンセラー及び心の教室相談員の派遣状況 延べ 85 人

4 ブルーシート配布状況 2,910枚
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受付件数 3,701件

調査実施件数 1,781件

調査必要件数 320件

損壊程度
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全壊 0件

大規模半壊 0件

半壊 0件

一部損壊(内自己判定） 1,822(内1,600)件

合計 1,822件



ウ、被災届出証明書交付件数

⑤施設等の運営について

ア、休館（閉所） している施設

枚方市市民会館（大ホール、小ホール）

メセナひらかた会館（大会議室）

ひらかた東部スタジアム

イ、市役所本館・別館

18日から2階・3階・4階の渡り廊下を閉鎖。 21日に2階部分のみ復

■
》

旧o

⑥義援金（第一次配分、 1件あたり5万円）

※一部損壊のうち、次の2つのいずれも満たす世帯

・27日午前0時から27日午前8時までの間、避難所に避難していることが

確認できること。

・障害者手帳所持者を含む世帯、ひとり親世帯、市町村民税非課税世帯の

いずれかに該当すること。
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1第二次配分の見込
I

1 ．対象者追加：対象区域(13市町）の重傷者

1 ．金額の増額：対象区域（13市町）で全壊・半壊のあった住家被害へ
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2．受援状況

（1）人的支援

関係機関からの支援

国土交通省(近畿地方整備局リエゾン､近畿地方整備局･中国地方整備局TEC-FORCE)、

気象庁（大阪管区気象台、 JETT)、陸上自衛隊（大阪地方協力本部．第36普通科連

隊第5中隊)、海上保安庁、大阪府警、大阪府、宮城県東松島市、兵庫県芦屋市、

熊本県御船町、熊本県大津町、熊本県宇土市、大東市、門真市、東大阪市、貝塚市、

羽曳野市、忠岡町、枚方京田辺環境施設組合、枚方寝屋川消防組合、土木学会関西

支部、大阪府建築士会、枚方青年会議所

活動延べ人数455人
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件数:か

297件

$
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卜 ! 山件撚報I 溌討#”金額 合計l: i＃J ::- < (l :貢 1

全壊 0件 0円

半壊 0件 0円

一部損壊※ 4件 200,000円



物的支援

①車両（貸与）

寝屋川市、柏原市、豊能町

②ブルーシート

東京都稲城市、神奈川県鎌倉市、愛知県尾張旭市、滋賀県湖南市、奈良県橿原

(2）

市、奈良県生駒市、熊本県宇土市、大阪府、大東市、東大阪市、泉佐野市、

松原市、東京海上日動火災保険㈱、イオン㈱（順不同）計3，838枚

③虫除け剤、弾性ストッキング、工業用扇風機等

大阪府

④ダンボールベッド

高槻市

⑤虫除け剤

アース製薬㈱

⑥栄養補助食品、飲料

大塚製薬㈱

⑦食パン

㈱キャピタルブレッド（乃が美）

日

、

（3）見舞金

9

↓

7

自治体名:： 「

”

》 :蕊;≦手金綴世
茨城県水戸市 100,000円

長野県下水内郡栄村 50 000円

兵庫県芦屋市 100 000円

熊本県御船町 100 000円

熊本県宇土市 100 000円



3．被災者への支援策 ※は現在検討中のもの
（1） 市独自施策によるもの

(補助金事業）

昔

(手数料等）

(2） その他

①建築物（住宅含む）の修理に関するもの

ー

②住宅の供与に関するもの

8

J ･ '

名称
、

‘い{鐡驫息： D① 一

"舌へ町

1 口 , ,

~ p 色 ：甑:i制度諜継嬢理,:
被災建物修繕補助金
※

一部損壊

以上

6

外装の修繕に要した額に応じて補助

30万円以上50万円未満の修繕

課税世帯3万円、非課税世帯6万円

50万円以上100万円未満の修繕

課税世帯5万円、非課税世帯10万円

100万円以上の修繕
課税世帯10万円、非課税世帯20万円

◆災害救助法等に基づく給付を受けた建物の

修繕は除く、一部の事業者も対象とするが

補助額は課税世帯の半額
ブロック塀等対策補

助金※

道路等に面

する高さが

60センチを

超えるもの

①を行った

場合のみ対

象

①ブロック塀等の除却(上限15万円）

1平方メートルあたり6，000円を乗じて算定
した額又は除却に要する経費の1/2に相当す

る額のいずれか低い金額

②軽量フェンス等の設置(上限20万円）

設置に要する金額のl/2に相当する額

③生垣の設置(上限25万円）

延長1メートルあたり8，000円を乗じて算定

した額又は生垣の設置に要する金額の2/3に

相当する額のいずれか低い金額

§ :名称更 D 対象 ● 券ぎゞ… :､桐 度詳細号jか& ｼ ←、子:_十
各種減免制度等 半壊等 詳細は参考資料2減免等制度一覧のとおり

P , D ､ !堵 称鑿jj ； 鷹i;難蕊泳1
P

‘;≦:捌度詳細と :: ;に:;: f ）
押

守

、

・

彦

・

》 翠註焦施者
矛･ ,

F 1

住宅の応急修理※ 半壊以上 居室、炊事場、便所など日

常生活に必要な部分の修理

に対して上限584,000円

枚方市

社会福祉施設等災害

復旧費国庫補助金※

一定規模の

被害
高齢者施設、障害者施設、

児童施設が対象で原型復旧
に要する費用80万円以上

(保育所、認定こども園は

40万円以上）の場合。

負担割合：国1/2、市1/4，施設

1/4 （例外あり）

国

枚方市

; 〆写翁
一一ざ,.｡

算 劇 捌溌詳細
､ ?

q菩一P 異躯者ざ,ざ鳶
応急仮設住宅の供与 全壊 家賃などを補助最長2年

70,000円以下(単身）

80,000円以下(2～4人）

120,000円以下(5人以上）

大阪府

みなし仮設住宅※ 一部損壊

以上

住宅が損壊し、 自らの資力

で避難先から自宅に帰るこ

とができない世帯

府営住宅などへの入居斡旋

大阪府

枚方市



③融資等

ﾛ

、

④義援金関係（第一次配分）

●

0

9

？〃職職¥:崖識鉦 劇1対驫〃3溌斑:好)淵 蕊詳 .#写f
~か

・

・

ｇ

腓

・

《

照 『 ,

卜 骨

Ⅱ

1 町 ﾔ P U C ;好〃f湊龍議諒
無利子融資制度 一部損壊

以上

上限融資額200万円以内

(全壊･大規模半壊･半壊の

場合は300万円以内）

大阪府

経営安定資金

(セーフティネット

保証4号）

中小企業？

小規模事業

者

自然災害等の突発的事由

(噴火、地震、台風等）に

より経営の安定に支障を生

じている中小企業者への資

金供給の円滑化を図るため

の経営安定関連融資（利用

資格･貸付条件等については

要個別相談）

大阪府

枚方市（認定事

務）

災害復旧貸付 中小企業。

小規模事業

者

運転資金または設備資金を

融資する災害復旧貸付（利

用資格・貸付条件等について

は要個別相談）

日本政策金融公

庫および商工組

合中央金庫

災害復興住宅融資

宅地防災工事資金融

資

半壊

大規模半壊

全壊

宅地の土砂の

流出等への災

害対策工事を

行うよう勧告

又は改善命令

を受けたもの

住宅復旧のための建設資金

または購入資金に対する融

資

勧告又は改善命令により行

われる擁壁の設置、排水施

設の設置等の防災工事資金

に対する融資

住宅金融支援機

構

小規模企業共済'災害
時貸付

小規模企業

共済契約者

原則として即日・低利で融

資を行う災害時貸付（利用

資格・貸付条件等については

要個別相談）

中小企業基購轄

備機構

嘱称
J 凸

一己笥報W対象穀;: ､(證蕊
f 2宇竜 ､へ｡ P . 0 . ｡ も . ' ． , ’ 一 .,- ｢ 窒号

虹

■

ヴ

ロ

・

■

Ⅱ

口

■

ワ

ー

ユ

Ｆ

ｒ

Ｚ
Ｐ
『
‘
・
昨
・
・

Ｌ

Ⅱ

轌

毒

了

Ｊ

》

唾

沖

汽

■
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四

二 制度詳調
■ D

I

』 昨 一

1 ＃≦ 『 口却篝轆 識ざ§
義援金の支給 死亡

住宅被害(全壊、半壊）

避難所避難者特例

100万円

5万円

5万円
一部損壊で障害者手帳所持者を含む

世帯 、 ひとり親世帯又は市民税非課

税世帯であって27日午前0時から

午前8時まで避難所に避難している

者

大阪府（配分）

枚方市(支給事務）
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参考資料1

平成30年7月豪雨への対応状況について

台風7号の接近に伴い、枚方市内での最大連続雨量はアメダス枚方で316.0

分間雨量は、川越消防出張所で31.5ミリ(7月5日）を記録しました。

今回の豪雨による主な対応は次のとおりです（7月13日9時現在)。

ミリ、最大60

1 ．気象予警報

1

0

2．避難情報の発令について （土砂災害警戒区域内の世帯に対して発令）

(1)避難情報の発令状況

(2)広報周知について

・避難指示発令前に土砂災害特別警戒区域(259世帯)及び土石流警戒区域(15世帯)に立地

する全住家に戸別訪問(周知ビラの配布)を実施。併せて、土砂災害特別警戒区域内の要

配慮者について個別連絡を実施

・エリアメール/緊急速報メール、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、

エフエムひらかた、防災行政無線、広報車等による情報発信

(3)避難所開設と避難者数

7月5日 8時35分開設

開設避難所数25箇所（土砂災害警戒区域を有する校区の避難所）

受け入れ避難所数 10箇所避難者数44人（最大時）

※避難所に対する巡回（7月6日午前9時時点で避難者のいる2箇所の避難所）

7月6日避難者の健康状況等把握のため保健師等による巡回を実施

(4)閉鎖

7月8日9時00分に殿山第一小学校、桜丘小学校以外の避難所を閉鎖（避難者数7人）

巳

0

11

日 時間
F 4

守 上

. C ， ・ － 4 ‘｛

, , : ･ 、 ！.； f ‘ 風気象霧馨報等 1 発表ﾉ解除

7月5日

6：21

7 30

7 55

23 14

大雨警報（土砂災害）

大雨警報（浸水害）

土砂災害警戒情報

洪水警報

発表

発表

発表

発表

6日 17 14 洪水警報、大雨警報（浸水害） 解除

8日
5 35

6：54

土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）

解除

解除
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5日

8：35

22:25

23：05

市内土砂災害警戒区域171箇所に対し避難勧告を発令

(23校区/1,216世帯2，748人）

上記避難勧告の内、 JR学研都市線以西19校区に対し避難指示

を発令

上記避難勧告の内、JR学研都市線以東4校区に対し避難指示を

発令

8日 8：30 避難指示を解除



3．公共交通機関への影響

鉄道

7月6日 JR学研都市線

7月7日 JR学研都市線

終日運転見合わせ

始発～7時30分迄運転見合わせ

4．被害状況

且

野外活動センタ

ー進入路、小倉

町、印田町

※P2小倉町、印田町の法面・石垣崩壊につ
いては重複して件数に算定

5．公共施設被害概要（軽微な破損や雨漏りは除く）

｜ 被害内容
|倒木（2本）

■
■

｜ 件数 ｜ 主な施設
｜ ’ ｜伊加賀スポーツセンター敷地内

6．被災地支援

(1)枚方寝屋川消防組合

7月6日～広島県東広島市等に緊急消防援助隊を派遣（職員33人を派遣）

(2)枚方市

7月13日～16日広島県呉市に対して支援物資の輸送及び現地支援(職員4人を派遣）
鋸！ 8

品名

野菜ジュース

水(500ml)

台所用ラップ

鮒
一
州
一
噸
一
州

品名

消毒液

士のう袋

個数

10箱（1箱12本）

2,000枚

(1箱24本）

(1箱24本）

(1箱60本）

12

内容

床上浸水

床下浸水

道路被害等

農地・農道

被害等

件数

1

2

31

15

主な場所

津田西町

大垣内町、楠葉中

町

市内一円

津田東町2丁目

尊延寺4丁目他

内容

簡易消毒

件数

2

主な場所

楠葉朝日3丁目付､

近の市道約200

1，，

渚西保育所及び

周辺市道約150m

土砂崩れ

法面崩壊※
3



参考資料2

減免等制度一覧
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保険料

等の減

免等

国民健康保険料及び

一部負担金の減免等

後期高齢者医療保険

料の減免等及び一部

負担金の免除

介護保険料･利用料

の減免

子ども医療、ひとり

親家庭医療、重度障

害者医療、老人医療

の受付期間延長

国民年金保険料の免

除

国民健康保険室

(納付担当・給付担当）

国民健康保険室

(後期高齢者医療担当）

介護保険課

三

医療助成課

年金児童手当課

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

又は、被災状況届（年金機構所定様式）

被災者の印鑑

税金の

減免等

延滞金の免除

固定資産税の減免

個人市民税の減免

納税課

資産税課

市民税課

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

り災証明書（家屋の場合：全壊、大規

模半壊、半壊）

資産所有者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

福祉サ
ービス

等の減

免等

障害福祉サービス、

障害児通所支援の利

用者負担の減免

自立支援医療

(更生・育成・精神）

自己負担の軽減

補装具費自己負担の

軽減

肢体不自由児通所医

療の給付決定保護者

の負担軽減

療養介護医療費支給

対象者の負担軽減

障害福祉室

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災した利用者・保護者の印鑑、受給

者証

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災した利用者・保護者の印鑑、健康

保険証（写し）

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災した利用者

(児童の場合は保護者）の印鑑

り災証明書（全壊､大規模半壊、半壊）

被災した利用者・保護者の印鑑・健康

保険証（写し)、受給者証

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災した利用者・保護者の印鑑健康保

険証（写し)、受給者証

その他

児童発達支援センタ

－使用料の減免

保育所（園）等・幼

稚園利用者負担額

(保育料）の減免

子育て運営課

保育幼稚園課

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

収入がわかるもの

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

収入がわかるもの
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その他

母子父子寡婦福祉資

金の償還金の支払猶

予

ショートステイ、 ト

ワイライトステイ利

用料の減免

就学援助

留守家庭児童会室保

育料の減免

災害ごみの無料回収

※要電話連絡

水道料金・下水道使

用料の漏水減額（地

震による漏水）

水道料金・下水道使

用料の減免

受益者負担金の徴収

猶予・延滞金減免

一般廃棄物処理手数

料（し尿）の減免（家

屋の被害）

住民票の写し等の発

行手数料の減免

災害弔慰金

災害障害見舞金

災害援護資金の貸付

子ども総合相談

センター

学務課

放課後子ども課

減量業務室

穂谷川清掃工場

上下水道経営室（営

業料金担当）

淀川衛生事業所

市民室（市役所本館

1階・各支所ほか）

危機管理室

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

収入がわかるもの

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

被災者の印鑑

収入がわかるもの

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

罹災者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

なし

給水装置修繕証明書

水道使用者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

水道使用者の印鑑

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

支払義務者の印鑑

なし

り災証明書（全壊、大規模半壊、半壊）

本人確認書類

当該事実を証明する書類（診断書）

り災証明書

印鑑

※要事前相談


